
⽔産動物を輸⼊する皆さまへ
⽔産防疫体制の強化に伴い、⽔産資源保護法施⾏
規則が改正され、令和８年６⽉９⽇から、
農林⽔産⼤⾂の輸⼊許可が必要な⽔産動物の種類
が変更になります。

養殖⽤（試験研究⽤等を含
む）等の⽔産動物について、
動物検疫所に輸⼊許可申請を
⾏う際は、以下の書類を事前
（輸⼊の５⽇前まで）に仕向
先都道府県の⽔産防疫担当部
局へも送付ください。

・輸⼊許可申請書
・輸出国政府機関発⾏の検査
証明書の写し

着地検査を受ける場合は、実際
に着地検査を⾏う養殖場を仕向
地欄に記載してください。（詳
細は裏⾯へ）



確実な着地検査実施のための
ポイント

★輸⼊の前に
仕向地の⽔産防疫担当部局

（都道府県）へ着地検査を⾏
う施設についての連絡をして
ください。

農林⽔産省消費・安全局畜⽔産安全管理課⽔産安全室

着地検査を受ける際の注意点

★輸⼊⽇が決まったら
輸⼊⽇や輸⼊数量等を都道府県へ共有し、以下の
書類をご提出ください。
★輸⼊⽇が決まったら
輸⼊⽇や輸⼊数量等を都道府県へ共有し、以下の
書類をご提出ください。
★輸⼊⽇が決まったら
輸⼊⽇や輸⼊数量等を都道府県へ共有し、以下の
書類をご提出ください。

★輸⼊⽇が決まったら
都道府県へ以下の書類を

送付ください。
・輸⼊許可申請書
・輸出国政府機関発⾏の
検査証明書の写し

・健康観察を⾏い、飼育状況を記録（３年以上保管）。
・異状が確認された場合は、都道府県へ速やかに連絡。
・死亡個体は少なくとも検査終了まで冷凍・冷蔵保存。
・都道府県の現地調査に協⼒し、定期報告、終了報告。
・着地検査完了まで、移動・販売等は⾏わない。
やむを得ず、移動等を⾏う場合、都道府県へ
事前（５⽇前まで）に連絡。

★着地検査場所への輸送
輸送に使⽤した⽔等は、

河川等の公共⽤⽔⾯に直接
排⽔しないでください。

★着地検査施設
万が⼀疾病が発⽣した場

合であっても⽔平感染しな
いよう、隔離飼育可能な施
設を選定してください。


